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平成30年4月27日

刑事局第三課裁判実績調査係

公職選挙法違反事件の統計報告について

平成6年10月27日付け最高裁刑三第345号刑事局長通達「公職選挙法違反事件

の統計報告について」に基づく平成29年分の報告を下記のとおり集計しました。

記

1 処理状況

第1表 第一審における処理状況 （平成25年～29年）－地裁・簡裁

第2表 第一審における選挙の種類別処理状況 （平成25年～29年）－地裁・簡裁

〔参考グラフ〕通常第一審における処理状況の推移 （平成20年～29年）一地・簡裁総数

第3表の1 通常第一審における地裁管内別処理状況 （平成29年）一地裁

第3表の2通常第一審における地裁管内別処理状況 （平成29年）一簡裁

第3表の3略式命令請求事件における地裁管内別処理状況 （平成29年）一簡裁

2有罪人員の科刑区分別公民権停止期間

第4表の1 通常第一審における有罪人員（懲役・禁銅）の公民権停止期間

（平成25年～29年）－地裁

第4表の2通常第一審における有罪人員（罰金）の公民権停止期間

（平成25年～29年）一地裁・簡裁

第4表の3略式命令請求事件における有罪人員の公民権停止期間

（平成25年～29年）一簡裁

通常第一審における有罪人員（懲役・禁銅）の違反態様別公民権停止期間

（平成29年）一地裁

通常第一審における有罪人員（罰金）の違反態様別公民権停止期間

（平成29年）－地裁．簡裁

略式命令請求事件における有罪人員の違反態様別公民権停止期間

（平成29年）一簡裁

第5表の1

第5表の2

第5表の3

通常第一審における有罪人員（懲役・禁銅）の違反態様別公民権停止期間

(平成25年～29年累計）一地裁

通常第一審における有罪人員（罰金）の違反態様別公民権停止期間

（平成25年～29年累計）一地裁・簡裁

略式命令請求事件における有罪人員の違反態様別公民権停止期間

（平成25年～29年累計）一簡裁

第6表の1

第6表の2

第6表の3



1 処理状況
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当刑事局への個別報告による延べ人員である。

この表は， 「平成28年における刑事事件の概況」図表125に相当する。
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第2表第一審における選挙の種類別処理状況
(平成25年～29年）一地裁・簡裁

I

(注）当刑事局への個別報告による延べ人員である。
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〔参考グラフ〕 通常第一審における処理状況の推移
（平成20年～29年）－地・簡裁総数
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(注） 1 当刑事局への個別報告による延べ人員である。

2 「衆」とは衆議院議員総選挙を， 「参」 とは参議院議員通常選挙を， 「地」 とは

統一地方選挙をいう。

3 この図は， 「平成28年における刑事事件の概況」図表127に相当する。
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第3表の1 通常第一審における地裁管内別処理状況
(平成29年）一地裁

(注） 当刑事局への個別報告による延べ人員である。
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第3表の2通常第一審における地裁管内別処理状況
(平成29年）－簡裁

、

(注） 当刑事局への個別報告による延べ人員である。
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第3表の3略式命令請求事件における地裁管内別処理状況
(平成29年）一簡裁
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(注） 当刑事局への個別報告による延べ人員である。
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2有罪人員の科刑区分別公民権停止期間

裳4弄び）1 寸南宮澤 謀符・禦篭間） 0

刑』‘ ●

(注） 1 当刑事局への個別報告による実人員である。

2 （ ）内は，有罪人員に対する％である。

3－部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。
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(3.4）

4

(3.4）

4

(2.5） （2､5）

3 3
ー



罰今）の〃§民権僖I卜期暦4表0

(注） 1 当刑事局への個別報告による実人員である。

2 （ ）内は，有罪人員に対する％である。

3－部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

琴
判
所

q
，

、
、、
％
●

区分

、
､

、

年次、、

有罪人員

うち
全部執行
猶予

公民権停止人員

うち
全部執行
猶予

うち

灘論實

公 民権一停 止 期 間

5年超過

うち

10年

5年以下

うち
全部執行

猶予

4年以下

うち
全部執行

猶予

3年以下

うち
全部執行

猶予

2年以下

うち
全部執行

i猶予

不停止

地
裁

Q U

平成25年

26

27

28

29

1
1

一

4 －．

8 ー

3 q■■■

■■■■ ■■■■

4

(100.0）

1 U

1

一

(100.0）

4

●

Ｉ

Ｉ

Ｊ

■

１

■

Ｔ

ｌ

１

４

ｑ

Ｉ

ら

１

日

？

ー

(75.0）

6 ー

(100.0）

3 ー

－ 一

(100.0)

1 ー

(7560)

3

’

●

一

(25.0）

2 －

(33.3）

1 _

ー ー

一 一

一 一

一 ■ー

ー 一

一 一

一 一

寺

(25.0）

1 1 一

(50.0）

4 ー

(33.3）

1 ー

－ －

－ _

ー ■■■■■

(25.0）

2 －

(33.3）

’ 一

－ －

(100.0）

1 一

(50sO)

2

ﾄ

一

－ －

(33.3）

1 一

一 ー

一 一

(25.0）

’ 一

Ⅱ
ｑ
や
や
↓

■■I■■■ 一

I

ー Ⅱ■■■■

一 一

－

－

(25.0）
、

2

ー

－

簡
裁

平成25年

26

27

28

29

わ
り

･2 －

4 －

2 ． 一

一 ー

一 ー

(100.0)!

2 1 一

(100.0)4 －

(100.0）

2 －

－ ー

ー 一

(100.0)

2 －

(25.0）

1 －

(10060)

2 －

ー ー

一 _

一

↑

｡
」

一

一 一

ー ー

I■■■■ ー

ー 一

1■■■■ ’ ー

(75.0） ’

3 －

一 ー

一 一

一 一

ー ー

一 ■■■■■

■■■■■ ー

一 一

－ －

(100．0)
b

2 －

一 一

(100.0)

2 －

－ －

－ －

一 一

(25.0）

1 ー

一 一

－ ■■■■■■

－ －

1■■■■

ー

ー

ー

■■■■■

5年間

累 計 24 一 1■■■■

(91.7）

22

(50.0）

12
－ Ⅱ■■■■ ■■■■■

(37‘5）

9 ． －

(12.5）

3 －

(33.3）

8 －

(8.3）

2 ー

(8.3）

2



三I卜 HF
且

(注） 1 当刑事局への個別報告による実人員である。

2 （ ）内は，有罪人員に対する％である。

3－部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

有罪人員

!うち

!全部執行
猶予

公民権停止人員

うち

全部執行
猶予

うち

252条4項
による

短縮人員

うち

252条3項
適用人員

公 民 権 停 止 期 間

5年超過

うち

10年

5年以下

うち

全部執行
猶予

4年以下

うち

全部執行
猶予

3年以下

ａ
ｆ
Ｏ
ｐ
ｈ
うち

|全部執行
1猶予

2年以下

うち

全部執行
猶予

不停止

平成25年

４
日
Ⅱ
０
０
６
回
０
４
０
０
１
日
■
Ⅱ
■
Ｉ
■
０
１
１
１

－

(98.5）

131

I

一

(24.1)’
32 ー ー ■■■■

(74.4)

99 ’ ー

(8.3）

11 _

(13.5）

18

’
９
１
９
９
Ｆ
■
Ｉ
９
Ｇ
６
Ｑ
Ｂ
■
Ｐ

一

(2.3）

3 ■■■■■

(1.5）

2

26

I

34 －

(100.0)
卜
△

34 一

(2.9）

1 － 一 一

’

(97.1)’

33 一 I■■■■ ー

(2.9）

1 － 4■■■■ ー ー

27

333 ー

(97.6)：

325 ー

(21.9)

73
－ 一 一

(72.7）

242 －

{16.5)

55 一

(8.4〉

28 － ■■■■■ －

(2.4）

8

28
66 一

(97.0）

64 一

(9.1）
’
6 1

ー ー ー

(77.3）

51 ー － －

(19.7〉

13
■■l■■ ー 一

(3.0）

2

29
37

１
１

－

(100．0)

37 ー

(5.4)I
2 －

①

U■■■ ー

(89.2）

33
1 －

(2〃

1 －

(8.1)

3 一 ー b 一 ■■■■■

5年間

累計 603

１
１

’
６
’
す
。
。

ー

(98.0）

591
ｂ
ｂ
Ｐ

一

(18.9)

114 - － －

(76.0）

458

l

b

、
一

(11.1)

67. 一

(10.4）

63 一

(Oら5）

3 ■■■■，

(2.0）

12



第5表の1 通常第一審における有罪人員（懲役・禁銅）の違反態様別公民権停止期間

(注） 1

2

3

当刑事局への個別報告による実人員である。

（ ）内は，各有罪人員に対する％である。

一部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

一

、

、

p

，

違反態様

◆

、、

、､
、

、

、

区分

申

へ

可、口

有罪人員

うち

,全部執行
|猶予

公民権停止人員

|為義行
|猶予

うち

252条4項
による

短縮人員

'うち
252条3項

|適用人員

公民権停止期間

5年超過

うち
10年

5年以下

うち
全部執行
猶予

4年以下

'うち

'全部執行
|猶予

3年以下

うち

全部執行
猶予

2年以下

うち

全部執行
猶予

不停止

総 数
(100.0）

9 9

(100.0) (100.0)

9 9 一 ﾛ 一
一

口
一

(88.9） （88.9）

8 8 一 一 '■■■■ －

(11.1) (11.1)

1 1 ー

買収及び利害誘導罪(221条）
(100.0）

8 8

(100.0) (100.0)

8 8 ー ー ー 4■■■

(100.0） （100.0）

8 8 ー 一 一 一 ー ー ー

選挙の自由妨害罪(225条）
(100.0)

l 1

(100.0) (100.0)

1 1 ー ー 1■■■■ ー 4■■■ ー － －－ 一 ー

(100.0) (100.0)

1 1 ー



第5表の2通常第一審における有罪人員（罰金）の違反態様別公民権停止期間
一

(平成29年）一地裁・簡裁

(注）当刑事局への個別報告による実人員である。

x、．
、 、勺
、

、､

、
、
、

裁
判

ザ 卓

●

令、●
、己

~

’

所｜違反態様
’

、●

勺、

●■

ー●●

区分

、三
つ

、寺｡
、

■■

有罪人員

うち

全部執行

猶予

公民権停止人員

うち

全部執行
猶予

1

うち

鴬羅

公 民権停止期 間

5年超過

うち
10年

5年以下

うち
全部執行
猶予

4年以下

うち
全部執行

猶予

3年以下

うち

全部執行
猶予

2年以下

うち
全部執行
猶予

不停止

地･簡裁総数
一 q■■■ 一 一 一 ー

〆
一 － ー － ー q■■■■ 1■■■ 一 一 一● ■■■■■

地
裁 地 裁 総 数

一 ー 一 一 一 一 － 1■■■

』
■
■
Ｏ
Ｇ

－１
０

－ ■■■■ q■■■■ 一 一 ー ー 1■■■

簡
裁 簡 裁 総 数

ー ー

Ｉ
ｅ
ｂ
０
な

－， 1 ．－ ■■■■■ 1■■■■ ー ー ー － － － － － 一 一 q■■■



第5表の3略式命令請求事件における有罪人員の違反態様別公民権停止期間

(平成29年）一簡裁

当刑事局への個別報告による実人員である。

（ ）内は,、各有罪人員に対する％である。

一部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

(注） 1

2

3

印
も

ー、
~

、

、ｰ

、 ！

●●や

む

●も箔世
弛

違反態様

区分

、

、－
●､

有罪人員

うち
全部執行
猶予

公民権停止人員

|うち
'全部執行
ｊ
Ｏ

猶予

1

ｰ

フち

252条4項
による

短縮人員

|うち

’

●

252条3項
適用人員

公民権停止期 間

5年超過

うち
10年

5年以下

うち

全部執行
猶予

4年以下

うち
全部執行
↓

猶予

3年以下

うち
全部執行
猶予

2年以下

うち
全部執行
猶予

不停止

総 数
37‘ －

(100.0)

37 一 (5;)’ 1■■■ － －

(89.2）

33 ＃ 一

(2.7）

’ 一

(8．

3 － 一 一 ー

買収及び利害誘導罪(221条）
23 〃”

〃
旬

ー

(100.0)

23
▲
■
９
■
■
《
■
■
■
９

一 ■■■■■b ■■■■■ ー 一

(100．0)I

23 一
Ⅱ■■■■ 一 ■■■■ 一 － － ■■■■

選挙の自由妨害罪(225条）
8 一

(100.0）

8 ー ー

１

↑

Ｉ

１

夕

。ご
勺

(25.0）

2 － －

(50.0）

4 ．－

(12.5）

1 一

（37.5)

〃 － ー ー ー

詐偽投票及び投票偽造,増減罪
(237条）

ノ

2 －

(100.0)|
2 －
″

一 一 ー ー

<'00.両
2 ，

●

０
－

■

【．

I
一 一 一 一 一 4■■■ ー

選挙権及び破選挙権を有しない

者の選挙運動禁止違反(239条1
項1号4段） 2 畠

(100.0）

2 － ー－ － ー

(100.0)，

2 － ー ー ー ー 1■■■■ － 一

特定公務員等の選挙運動の禁止
違反(241条2号ｼ／ 、 11 --

(100.0)

1 －
ー ー ■■■■ ー

(100.0)

1 －
一 一

I
【

一 cー q■■■ ー ー

選挙運動に関する各種制限違反
その1(243条） ゾ 1 ； －

(100.0)’
l l -

F

ー ー 一 一

(100.0)

1 － 一 ー － ■■■■■ ■■■■ ー 一
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第6表の， 通常第一審における有罪人員隠径.禁鋤の違反態様別公民権停止期間
〆

(注） 1

2

3

当刑事局への個別報告による実人員である。

（ ）内は，各有罪人員に対する％である。

一部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

、

、｡

● 4■

、時､画

違反態様

■
写

、

、、
む｡‐、

、｡
、

区分

~
、

、

、

、ｰ廷
､、

有罪人員

うち
全部執行

猶予

公民権停止人員

うち
全部執行

猶予

うち

252条4項
による

短縮人員

|うち

’ 252条3項
適用人員

公民権停 ●
け 止期 間

5年超過

うち
10年

5年以下

うち
全部執行

猶予

4年以下

うち
全部執行
猶予

3年以下

オ

イ

I

うち
全部執行
猶予

2年以下

うち
全部執行
猶予

不停止

総 数
119 ,／

合庫

(95.8）

114 〆

■』

(100.0) (95.8)

119 114

(0.8）

1 － 一 一

(85.7) (81.5)

102 97

(8.4） （8.4）

10 10

(3.4） （34）

4 4

(2.5） （2.5）

3 3 一

■ ①

買収及び利害誘導罪(221条）
98 日。

０
坪

(99.0）

97

(100.0）

”

(99.0）

97‐

(1.0）

1 － 一 一

(87.8)I （86.7）

86 85

(7.1） （7.1）

7 7

(4.1) (4.1)

4 4

(1.0)! (1.0)

1. . 1 ー

選挙の自由妨害罪(225条）

亭 ↓

(50.0）

8 ‘ 4

(100.0）

8

(50.0）

4 一 一 一 ■■■■■

(87.5） （37.5）

7 3 － － － －

(12.5) (12.5)

1 1 一

虚偽事項の公表罪(235条）
3

4

t

／

(100.0）

3

(100.0）

′ 3
／

(100.0）

a/
一. ー 一 一

(100.0) (100.0）

3 3 ー ー ■■■■■■■ q■■■■ ■■■■ ■■■■ q■■■■

詐偽投票及び投票偽造,増減罪
(237条）

q 己

9 ／

(100.0)

9

(100.0)

9

I
上
■
■
■
■
■
８
■
ｂ
４
ｂ
ｒ

(100.0)

／
9 ー 一 一 一

(55.6） （55.6）

5 5

(33.3） （33.3）

3 1 3
〆

1■■■ q■■■

(11.1）

4

4

ｬ (11.1）

1 ， 1 〆
一

公務員等の地位利用による選挙
運動の禁止違反(239条の2第2項）

(100.0）

l l

(100.0） （100.0）

1. 1

'

ー ー I■■■■ －

(100.0) (100.0)

1 1 ー

０
口
７
９
．
口
６
０
■
凸
７
０
０
０
Ⅱ
８
９
ｆ
９
１
１

ー 一 一

ー

一 ー 一



第6表の2通常第一審における有罪人員（罰金）の違反態様別公民権停止期間
／

で

(注） 1

2

3

当刑事局への個別報告による実人員である。

（ ）内は，各有罪人員に対する％である。

一部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった。

、、､
、
、

■､

、

､
、
、

裁
判
所

’
１
１
１

寺Q－

、

、．

里芋｡、

、G

違反態様

● ■

、

、

ｰ

、

区分

~

、
へ

~

有罪人員

うち

全部執行
猶予

公民権停止人員

・ うち

全部執行
猶予

うち

252条4項
による

短縮人員

|うち

'252条3項
'適用人員

公民権停止期 間

5年超過

うち

10年

5年以下

うち
全部執行
猶予

4年以下

うち

●

全部執行
猶予

3年以下

うち

全部執行
猶予

2年以下

･うち
●

全部執行
猶予

不停止

地･簡裁総数
24 一

(91.7)

22 ’ 一

(50.0）

12 一 一 ■■■■

.(37.

9 －

(12.5）

3 －

(33.3）

8 －

(8.3）

2 －

(8.3）

2

地
裁

地 裁 総 数

買収及び利害誘導罪(221条）

選挙の自由妨害罪(225条）

投票干渉罪(228条）

選挙運動に関する各種制限違反
その1(243条）

16 －

9 －

3 －

1 －

3． 一

(87.5)’
14 1 －

(88.9)1
q

8 1 －

(66. 7)I
2i 一

(100.0）

1 ー

(100.0)
I

3 －

(43.8）
1

1

7 －

(33.3）

3 －

(33.3）

1 －

－ －

(100.0）

3 一

一 ー

ー 一

－ －

一 一

－ 1■■■

(37.5） f

l

6 －

(44.4）

4 －

(33.3）

1 一

(100.0)1 －

ー 一

(18.8）

3 －

(33.3）

レ ー

一 一

ー 一

ー ー

(25.0）

4 －

(11.1）

1
←

一

(33.3）

1 －

－ 一

(66.7）

2 －

(6.3）

1 一

ー －

一 ー

1■■■ 一

(33.3）

1 －

(12.5)

2

(11.1)

1

(33.3）

1

ー

■■■■

簡

裁

簡 裁 総 数

買収及び利害読導罪(221条）

凶器携帯罪(231条）

事前運動禁止違反(239条1項1号
1段）

特定公務員等の選挙運動の禁止
違反(241条2号)．

選挙運動に関する各種制限違反
その1(243条）

寄附の制限違反(248条,249
条,249条の2～249条の4）

8 －

3 1 一

’ 一

’ 一

1
一

1 －

1 －

(100.0)
０
９

8 －

(100.0)

3 －

(100.0)

1 －

(100.0）

’ 一

(100.0）

1 －

(100．0)

1 －

(100.0)

’ 一

(62.5）

5 －

ー ー

(100.0）

I
ｳ

■■■■

(100.0)I

Ｉ 一

(100.0)

1 ー

(100．0)

1 一

(100.

ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
“

ｊＯ
１ －

一 一

D C

ー 一

ー ー

一 一

一 一

一 一

ー ー

(37.5）

3 －

(100.0)

3 －

－ 一

ー ー

ー ー

一 一

1■■■ 1■■■

一 一

一 ー

ー 一

I

－’ －
I

一 一

ー q■■■

。■■■ ー

(50.0）

4 －

ー q■■■

(100.0）

1 －

(100.0）

1 －

(100.0）

’ 一

や 1■■■

(100.0）

1 －

(12.5）

1 －

ー ー

一

年
一

1■■■ ー

ー ー

(100.0)

1 ： 一・

一 ー

4 ー

ー

一

ー

｡ q■■■

ー

一



第6表の3略式命令請求事件における有罪人員の違反態様別公民権停止期間
r亟熊0頁毎三～⑨｡倖”せ』.、一紘息峰

１
２
３

１注 当刑事局への慨別報告による実人員である。

（ ）内は，各有罪人員に対する％である。

一部執行猶予の言渡しを受けた人員はなかった．

違反態様

△1■‐

一己守

舎○

区分

。～

唾●

有罪人員

●

うち
－

全部執行猶

予

公民権停止人員

うち
－

全部執行猫
予

うち

252条4項
による

短縮人員

うち

252条3項適

用人員

公 民 権 停 止 ・期 間

5年超過

うち
10年

5年以下

うち
全部執行猶

子

4年以下

うち
全部執行酒

予

3年以下

うち ．

全部執行猶
子

2年以下

うち

|全部執行猫
予

不停止

総 数
603． 一

(98.0）

591 一

(】8.9）

114

■
Ｉ
Ⅱ
！
ｄ
９

一 一 一

(76.0）

458 一

(11.1）

67 －

(10．4）

63 一

(0.5)；

3： ．－

(2.0）

12

買収及び利害誘導罪(221条）
343 一

(100.0）

343 一
(19.5)|
67 ■■■ ■■■■、

(79.6）

273 一

(17.2)1

59 一

(3.2）

11 一 － － ー

多数人買収及び多数人利害誘導罪(222条）
6 －

(100.0）

6 －

I
一 一 ■■■

ー ー 一 一

(100．0)；

6 － ー ■■■ ■■■

迩挙の自由妨害罪(225条）
68 一

(94.1）

64 一

(25.0)’
17 ■■■ － 1口■

(61.8）

42 一

(1.5）

1 －

(30.9〉
21 一 ー ■■■

(5.9）

4

投票干渉罪(228条）
21 一

(100．0）

21 －

(23.8）

5

凸
Ｉ
■
６
１
４
９

ー ー ■■■

(71.4）

15 一

(19.0）

4 －

(9.5)！

2 ， 一 一 ー ー

凶器換帯罪(231条）
1 －

(100.0）

’ 一・

’
Ｉ
■
Ｏ
ｌ
ｄ

ー 1■■■ ー 一

(100.0)，

1 － 一 一 一 一 一 ■■■ 1■■■

虚偽事項の公表罪(235条）
1 －

(100.0）

’ 一

1

4■■■

’
1

ー － －

(100．0）

1 － 一 一 ー ー ー ー 4■■■

新聞紙,雑誌が迩挙の公正を害する罪(235条の2）
1 －

(100．0）

’ 一 ･･･ ’ －‐ ■■■ ■■■

(100.0）

’ 一 一 ー ー 一 ー q■■ ー

詐偽豊録,虚偽宣言罪錬(236条）
1 －

(100．0）

’ 一

’

’
1

ー ■■■ ー ー

(100.0）

1 － ■■■ I■■■ I■■ ー 一 一 ー

詐偽投票及び投票偽造,増減罪(237条）
69 ． ‐

(94.2）

65 一

(11.6）

8 ’ 一 ー ー

(81.2）

56 一 ー ■■■

(13.0）

9 － 申 一 一

(5.8）

4

代理投票における記戦錠務迩反(237条の2）
3 ： 一

(66.7）

2 － 一 一 ■■■b ■■■

(33.3)；

’ 一 ー －

(33.3）

1 － ー ー

(33.3）

1

事前運動禁止遮反(239条1項1号l駒
5 ’ ．‐

(100．0）

5 －

(20.0）

1
1

一 ー ー

(80.0）

4 － 一 一
寺
一

４
－

(20.0）

1 － 一

避挙権及び彼週挙権を有しない者の選挙運動禁止
違反(239条1項1号4段） 7 1 一

(100．0）

7 － 一 1■■ － 一

(100．0)｝

7 － 一 一 ー ■■■ ■■■ 一 一

戸別訪問禁止違反(239条1項3号）
2 一

(100．0）

2 － 一 ■■■ 一 ー

(100.0）

2 － ー ■■■ 一 一 ー ー ー

公務員等の地位利用による避挙運動の禁止違反(239
条の2第2項） 1 －

(100．0)’

’ 一 ー ー ■■■ ■■■

(100.0）

1 － ■■■ ー 一 ■■■ ー ● 一 ー

特定公務員癖の選挙運動の禁止違反(241条2号）
14 W 一

(92.9〉

13 、一

(50.0）

7 － ー 一

(50.0）

7 －

(7.1）

’ 一

(28.6）

4 －

(7.1）

i 一

(7.1）

1

選挙運動に閲する各穏制限違反その1(243条）
55 一

(98.2）

54 一

(14.5）

8 ー ー ■■■

(78.2）

43 一

(3.6）

2 －

(14.5）

8 －

(1.8）

1 －

(1.8）

】

逓挙運動に関する各種制限違反その2(244条）
l･ ‐． 一句 ー ー

’ ー － 1■■し － － 一 ■■■■ 一 一
ー ー

(100．｡

1

選挙運動に関する収入及び支出の規制違反(246条）
1 －

(100.0）

1 －

i

_ I ー 一 ｡ 一

(100．0）

1 － 1■■ 卜 一 q■■■ ー ■■■ ー ー

寄附の制限違反(248条,249条,249条の2～249条の4）
3 －

(100．0）

3 －

(33.3）

1 － 一 ー

伯6.7）

2 － ■■■ ー

(33.3）

1 － 一 一 一


